
別表 

特定非営利活動法人 ちくしっ子ネットワーク 就業規則（傷病休暇） 別表 

＜伝染病の種別＞ 

  対象疾病 出席停止の期間 

第１種 

エボラ出血熱 

クリミア・コンゴ出血熱 

ペスト 

マールブルグ病 

ラッサ熱 

急性灰白髄炎 

コレラ 

細菌性赤痢 

ジフテリア 

腸チフス 

パラチフス 

感染源となりうる期間は原則入院治癒するまで出席停止 

第２種 

インフルエンザ 

百日咳 

麻疹 

流行性耳下腺炎 

風疹 

水痘 

咽頭結膜熱 

結核 

・ 解熱した後２日を経過するまで 

・ 特有の咳が消失するまで 

・ 解熱した後３日を経過するまで 

・ 耳下腺の腫脹が消失するまで 

・ 発疹が消失するまで 

・ すべての発疹が痂皮化するまで 

・ 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

・ 伝染のおそれがなくなるまで 

 


